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 米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）は、２０２４年４月３０日付で、人工知能（Ａ

Ｉ）の利用拡大が先行技術、当業者（ＰＨＯＳＩＴＡ）の技術水準、及び、それ

らを考慮した上での特許性判断に及ぼす影響について意見募集（Ｒｅｑｕｅｓｔ 

ｆｏｒ Ｃｏｍｍｅｎｔｓ, “ＲＦＣ”）の実施を公表しました。本記事は、ＲＦＣで

挙げられた質問の背景をご紹介します。また、読者の皆さまの声もお聞きした

く、弊所にてそれらの質問からいくつかを選び出して意見調査を行いますので、

本記事の最後のリンク先のフォームにご記入いただき、是非ご意見・ご感想をお

寄せください。 

 ＵＳＰＴＯの今回のＲＦＣにおいて、１５個の質問が挙げられ、それらの質問

は、（Ａ）ＡＩが先行技術に及ぼす影響、（Ｂ）ＡＩがＰＨＯＳＩＴＡに及ぼす

影響、並びに、（Ｃ）審査基準の変更及び／又は法令上の変更の可能な必要性と

いう３つのカテゴリーに分けられています。 

 ＡＩが先行技術にどのように影響を与えるかという質問がきっかけで、数多く

の重要な懸念点が提起されました。まず、ＡＩは、先行技術の面において、様々

なことを意味し得るということを認識することが重要です。以下の例を考えてみ

ましょう。 

• 人間が、自身が執筆したがＡＩを利用した編集ツールで修正又は編集した

技術論文を公表した場合。 



• 人間が、新しい技術開発に着想し、ＡＩを利用したツールに箇条書きの形

式で記述し、当該ＡＩツールに明細書を準備させ、そして、その明細書を

公表した場合。 

• ＡＩシステムが、既存の先行技術をパース（構文解析）し、既存の開示の

新しい組み合わせと並べ替えを生成し、かつ、それらを新たな刊行物とし

て発行するように設計された場合。 

• ＡＩシステムが、明示的な人的入力なしで、例えば、環境入力に基づい

て、刊行物を作成する場合。 

 明らかに、人間対ＡＩの刊行物への貢献比率は大きく異なり得ます。施策の立

場から、先行技術として認められる刊行物に関する「最低限の人的貢献」基準を

制定するように取り組むという方向に傾きやすいです。そのような基準に従う場

合、上述した最初の２つの例は、先行技術として扱われ、後の２つの例はそう扱

われないこととなると思われます。その理由としては、「主に」ＡＩによる作成

された刊行物が利用できることによって人間により創作された発明は特許を受け

ることができなくなるというシナリオを回避するためだからと考えられます。そ

れに対し、ＡＩシステムを特許の発明者として指名することができない（Thaler v. 

Vidal1判例参照）から、同様にＡＩシステムは人間により創作された発明に係る特

許出願を阻止し得る先行技術を生成できると見なされるべきではないという反論

がありました。もう一つ可能な論拠としては、ＡＩはハルシネートする（幻覚を

見る）と知られている 2とすれば、主にＡＩにより生成された刊行物は信頼性が低

く、実施可能な技術を開示する可能性が低いとも言えるからです。 

 
1 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022).  

2 What are AI Hallucinations?, IBM (2024), https://www.ibm.com/topics/AI-hallucinations.(最終閲覧日: 2024 年 5 月 10
日) 
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 そのまた一方で、上述した４つの例は、それらの刊行物自体を考慮すれば区別

がつかないとも認めるはずです。したがって、人的貢献に基づいてそれらの刊行

物の先行技術としての地位に違いを付ける施策には、貢献度に基づいて刊行物を

識別する何か新しい制度が必要ですが、実用的な意義から、この種のアプローチ

は実行不可能とも言えます。更に、より広く見れば、ほとんどの管轄官庁は、特

定の日の時点で公用となっているかという観点から先行技術を定義する法令を制

定しています。例えば、米国では、米国特許法第１０２条に基づき、とりわけ、

「クレームに記載の発明の有効出願日前に、クレーム記載の発明が特許を受けて

いる、刊行物に記載されている、公然に使用されている（公用）、販売されてい

る、又は公衆に利用可能である場合に」当該クレームに記載の発明は特許を受け

ることができないと定められています。当該条文は、刊行物、公用又は販売をな

すそれらの方法の間に区別をつけていません。それらがなされる方法に基づいて

刊行物を「先行技術」と「非先行技術」に分類する制度を導入するとなれば、世

界中の法令も余儀なく大きく変更する必要があります。技術的立場から、ほとん

どの技術専門家は、ＡＩシステムは、人間のように「着想」又は「思考」するこ

とのできない、本質的に統計的機械であるということに賛同するでしょう。その

ために、ＡＩシステムが既存の先行技術を様々な方法で並べ替え、リパッケージ

し、公開し直すことができるとしても、その技術的開示の水準は、その元である

先行技術と同じ水準に維持しないのでしょうか。例えば、あるＡＩが、数年前に

遡る複数の異なるソースからの既存データに基づいて開示を開発する能力を持つ

ことを目的とするコンテンツウェブサイト 3を作成したとします。これらの開示に

 
3 Alexander Reben, ALL PRIOR ART (2016), https://allpriorart.com/. (最終閲覧日: 2024 年 5 月 10 日) 
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は何か「新規性のある」ものが存在するのでしょうか。道理をわきまえて考えら

れる方は、違う答えを持つかもしれません。 

 上述した観点から分かるように、ＡＩにより生成された刊行物が先行技術判断

に及ぼす影響にどのように対処すればよいかは、決してシンプルな問題ではあり

ません。 

 ２つ目のトピック（カテゴリー）であるＡＩがＰＨＯＳＩＴＡに及ぼす影響

も、大いに議論されました。ＡＩがＰＨＯＳＩＴＡとなれるならば、特許を受け

ることができるものが存在しなくなるという主張が寄せられました。しかしなが

ら、それは論点がずれています。ここの問題点はＰＨＯＳＩＴＡがＡＩか否かの

でなく、特定の技術分野のＰＨＯＳＩＴＡがＡＩを利用する能力があると推定さ

れるべきかです。数年前であれば、ＡＩ利用は特定の分野のみに限られると言え

ましたが、現在となれば、ＡＩ利用は全ての領域に到達したも同然です。だか

ら、ＰＨＯＳＩＴＡは自身の技術分野において利用可能な全てのツールを熟知し

ていると想定されるべきであってそれらのツールは全て次第にＡＩツールを含む

ようになると思われます。 

 ３つ目のトピックである審査基準の変更及び／又は法令上の変更の可能な必要

性は、当然ながら、前の２つのトピックの結果に左右されます。法令上の変更は

可能ですが、特許制度における根本的な変更、特に国際レベルにおいては、極め

て難しいと思われます。審査基準と施行規則の更新のほうがより達成できる目標

となるでしょう。最終的にどの取り組みが行われるかは、これらの現在進行中の

施策検討が完了するまで待つしかありません。 

 今回のＲＦＣの全文はこちらのリンク

（https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/30/2024-08969/request-for-

comments-regarding-the-impact-of-the-proliferation-of-artificial-intelligence-on-prior）か

ら閲覧可能です。なお、応答期限が２０２４年７月２９日となります。 

https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/30/2024-08969/request-for-comments-regarding-the-impact-of-the-proliferation-of-artificial-intelligence-on-prior
https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/30/2024-08969/request-for-comments-regarding-the-impact-of-the-proliferation-of-artificial-intelligence-on-prior


 その間に、これらの争点について、弊所独自の意見調査（ＵＳＰＴＯのＲＦＣ

とは提携していない）を行っておりますので、読者の皆さまのご意見・ご感想を

是非お聞かせください。弊所の意見調査への個人応答は全て、機密情報として厳

正に取り扱います。調査の集計結果は、今後の弊所ニュースレターにて発表させ

ていただきます。是非こちらのリンク（https://forms.gle/ewc9keQnfpwZ6Ps68）にア

クセスしてリンク先のフォームにご記入いただき、ご意見をお寄せください。 

https://forms.gle/ewc9keQnfpwZ6Ps68

